
東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特約 
 

受注者は、本契約を締結するに当たり、東京都北区公契約条例（令和４年６月東京都北区
条例第 21 号。以下「条例」という）及び東京都北区公契約条例施行規則（令和４年６月東
京都北区規則第 56 号）を遵守することとする。 
 本特約は、本特約が添付される契約と一体をなす。 
 
（用語の定義） 
第１条 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 
（１）発注者 東京都北区をいう 
（２）受注者 発注者と本契約を締結する者をいう。 
（３）受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 発注者以外の者から本契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者（次号ウ
に掲げる者を除く。） 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和
60 年法律第 88 号）第２条第３号に規定する労働者派遣事業として、受注者又はアに
掲げる者に労働者を派遣する者 

（４）労働者等 次に掲げる者をいう。 
ア 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら本契約に係る業務に従事する労働基準法

（昭和 22 年法律第 49 号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事
業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。） 

イ 前号イに掲げる者が雇用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律第２条第２号に規定する派遣労働者であって、専ら本契約に
係る業務に従事しているもの 

ウ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は前号アに掲げる者から本契約
に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者 

（５）賃金等 本契約に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。 
  ア 前号ア又はイに該当する者がその雇用する者から得る収入 
  イ 前号ウに該当する者が当該請負契約又は業務委託契約により得る収入 
 
（労働関係法令の遵守） 
第２条 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、最低賃金法（昭

和 34 年法律第 137 号）その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境を確保しなければな
らない。 

 



（継続雇用） 
第 3 条 継続性のある業務に係る受注者は、当該業務に従事する者の雇用の安定並びに当

該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、本契約の締結前から当該業務に従事して
いた者であって、雇用されることを希望するものを、特別の事情がない限り、雇用するよ
うに努めなければならない。 

 
（賃金等の支払） 
第 4 条 受注者は、労働者等（最低賃金法第７条に規定する労働者を除く。次条及び第 7 条

から第 8 条までにおいて同じ。）に対し、条例第 7 条に規定する労働報酬下限額（以下「労
働報酬下限額」という。）以上の賃金等を支払わなければならない。 

 
（受注者の講ずべき措置） 
第 5 条 受注者は、受注関係者が労働者等に対して賃金等を支払わない場合又は支払った

賃金等の額が労働報酬下限額を下回った場合は、当該労働者等に対し、当該賃金等に相当
する額又はその差額に相当する額が支払われるよう、必要な措置を講じなければならな
い。 

 
（労働者等の労働条件等の報告） 
第 6 条 受注者は、本契約を締結する際に、条例第 9 条に基づき報告した労働者等の労働

条件等に関する事項に変更が生じた場合は、速やかに再度報告を行わなければならない。 
 
（労働者等への周知） 
第 7 条 受注者は、次に掲げる事項を本契約に係る業務を実施する作業所等の見やすい場

所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を交付すること等により、労働者等に周知しな
ければならない。 

（１）条例の適用を受ける労働者等の範囲 
（２）労働報酬下限額 
（３）条例第 11 条の規定による申出をする場合の連絡先 
（４）前号の申出をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。 
 
（不利益な取扱いの禁止） 
第 8 条 受注者は、条例第 11 条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者

等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に、解雇、請負契約の解除その他不
利益な取扱いをしてはならない。 

 
（受注関係者への周知） 



第 9 条 受注者は、本契約に係る業務の履行に当たって、受注関係者と契約を締結する場
合は、本契約が条例第 2 条第 3 号の特定公契約であること及び条例の趣旨、遵守すべ
き事項等について受注関係者に周知を行うものとする。 

２ 受注者は、受注関係者が本契約に係る業務の履行に当たって、他の受注関係者と契約
を締結する場合は、前項に定める事項等について受注関係者が当該他の受注関係者に
周知を行うように受注関係者に指導を行うものとする。 

 
（報告の徴収等及び立入調査） 
第 10 条 発注者は、条例第 11 条の規定による申出があったとき、又は条例に定める事項

の遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者若しくは受注関係者に
対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に受注者若しくは受注関係者
の事業所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査させ、若し
くは関係者に質問させることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による報告及び資料の提出の求め並びに立入調査に応じなけれ
ばならない。 

 
（是正措置） 
第 11 条 発注者は、前条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、

受注者又は受注関係者が条例に違反していると認めるときは、受注者に対して速やかに
当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による命令があったときは、速やかに当該違反の是正その他の必
要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者に報告しなければならない。 

 
（契約の解除等） 
第 12 条 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。 
（１）受注者又は受注関係者が第 10 条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合 

（２）受注者が前条第一項の規定による命令に違反した場合 
（３）受注者が前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 
２ 発注者は、前項の規定により本契約の解除をした場合において、受注者から違約金を徴

収することができる。 
 
（損害賠償） 
第 13 条 発注者は、受注者に対し、前条第１項の規定による本契約の解除により生じた損

害の賠償を請求することができる。 



２ 発注者は、前条第１項の規定による本契約の解除により受注者及び受注関係者に生じ
た損害を賠償する責任を負わない。 

 
（公表） 
第 14 条 発注者は、第 12 条第１項の規定により本契約を解除した場合又は本契約の履行

期間の終了後に受注者若しくは受注関係者が条例の規定に違反していたことが判明した
場合は、その旨を公表することができる。 


